
占
不 像(1) 昭和46年12月1 日 水曜日 (月刊） （昭和36年5月10日第三種郵便物認可） 第 132号

勅使御参向を仰 ぎ
~~~

~ ~

~~~~~~
~ ~

蕊§鍵議簿
~~

蕊灘鰯;灘
議鴬鍵蕊

繊灘 識瀧鵜
…

鱗
;識

灘議蕊蕊罵~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~

~

~

慧蕊廓懲識

灘~~~~~~~~ ； ； ~~

鴬蕊蕊蕊》
~~~~

~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~
~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~

~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~

毎月一日発行
季イ〒 同斤
″ｰ ~ロ~』 J~，』

宗像大社
崔ァ ，△

像 云ア]~て

福岡県宗像郡玄海町

電話神湊代表26番

定価一年送料共500円

①
天
皇
陛
下
か
ら
の
捧
げ
も
の
を
奉
じ
て
勅
使
参
進
後
方
に
み
え
る
建
物
が
新
築
の
勅
使
館

神

具

、

装

束

結
婚
式
蝋
用
品

九

州

店

本

士

福
岡
市
吉
塚
一
丁
目
二

ｈ
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二
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〒
△
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電
話
福
岡
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党
三
六
五
’
九
四
五
六
番

京
都
市
下
京
区
油
小
路
六
条
北
入
（
〒
窒
三

電
話
京
都
（
宅
五
）
一
一
一
一
川
一
一
一
一
季
（
誠
一
割
や
藷

護

井

筒

~

宗
像
大
社
遷
宮
大
祭
は
、
菊
薫
る
昭

和
四
十
六
年
十
一
月
十
一
日
「
遷
座
の

儀
」
、
十
二
日
「
奉
幣
の
儀
」
と
両
日
に
わ

た
り
勅
使
御
参
同
の
下
に
厳
修
さ
れ
た

祭
儀
は
先
づ
十
一
月
九
日
午
前
九
時
に

斎
行
さ
れ
た
洗
清
の
儀
か
ら
開
始
さ
れ

た
。
朱
の
色
も
鮮
や
か
な
御
本
殿
を
次

々
に
洗
清
め
て
ゆ
く
、
外
陣
の
畳
の
匂

が
清
々
し
い
、
罐
宮
司
の
奉
検
に
よ
り

式
は
完
っ
た
。
一
易
頃
か
ら
境
内
は
遷

宮
大
祭
に
要
す
る
諸
具
が
搬
入
さ
れ
夫

々
の
組
立
て
が
始
め
ら
れ
た
、
万
一
の

天
候
を
慮
っ
て
仮
殿
の
祈
願
殿
よ
り
本

殿
ま
で
長
さ
三
○
○
米
、
巾
三
米
の
天

幕
を
張
り
継
い
だ
雨
儀
廊
が
完
成
さ
れ

て
行
き
、
千
名
に
近
い
参
列
者
の
収
容

可
能
な
大
直
会
場
の
天
幕
が
次
々
に
張

ら
れ
て
行
く
。
亦
、
境
内
で
開
催
中
の

菊
花
展
も
大
社
の
盛
儀
を
伝
え
聞
い
た

篤
信
者
よ
り
続
々
，
と
〆
切
後
一
週
間
を

経
た
こ
の
日
ま
で
奉
納
菊
が
運
び
込
ま

れ
係
の
職
員
は
そ
の
整
理
に
大
童
と
な

っ

て

い

た

。

十
一
月
十
日
午
前
九
時
清
祓
の
儀
が

行
わ
れ
た
。
暁
方
近
く
ま
で
か
か
っ
た

諸
準
備
も
凡
て
完
了
し
黎
明
と
共
に
境

内
は
静
寂
を
と
り
も
ど
し
た
。
こ
れ
ら

の
凡
て
の
施
設
を
祓
い
清
め
る
｝
易
儀

式
は
先
づ
神
轍
三
貝
が
拝
殿
に
昇
殿
し

大
祓
詞
を
奏
し
次
に
大
麻
、
塩
湯
を
執

っ
て
本
殿
幣
殿
、
拝
殿
遷
御
道
筋
を

祓
っ
て
い
っ
た
．
斎
館
で
は
一
局
頃
か

ら
助
勤
奉
仕
者
が
参
集
し
始
め
正
午
ま

で
に
助
勤
神
職
二
十
一
員
、
郡
内
各
町

村
青
年
、
宗
像
青
年
会
議
所
二
十
員
復

興
期
成
会
関
係
二
十
二
貝
全
員
の
溜
斎

が
終
っ
た
。
午
後
十
二
時
三
○
分
太
刀

奉
納
式
が
仮
殿
に
於
て
執
り
行
わ
れ

た
。
出
光
佐
三
氏
奉
納
月
山
貞
一
作
太

刀
一
振
、
太
田
清
蔵
氏
奉
納
守
次
則
走

作
糸
嘩
葦
里
太
刀
一
振
、
出
光
弘
氏
奉
納

末
次
繁
光
作
糸
巻
造
太
刀
一
振
・

午

後

一

時

清

明

殿

に

於

て

御

装

束

神

宝
読
合
の
儀
が
行
わ
れ
る
。
復
興
期
成

会
長
の
進
め
る
送
文
を
神
職
が
受
け
、

こ
れ
を
次
々
に
読
み
上
げ
、
宮
司
が
詳

ら
か
に
奉
検
し
異
状
な
き
こ
と
を
確
認

し
、
復
興
期
成
会
長
に
そ
の
旨
を
伝
え

儀
式
は
終
了
し
た
。
こ
の
後
御
装
束

御
神
宝
は
衛
士
の
警
固
の
下
に
川
原
祓

所
に
運
ば
れ
た
。
午
後
三
時
勅
使
香
川

掌
典
一
行
が
到
着
さ
れ
奉
仕
員
全
員
は

遷
宮
の
概
略

や
花
火
が
し
じ
ま
を
破
っ
て
響
き
わ
た

る
。
こ
》
Ｅ
大
社
史
上
未
曽
有
の
大
祭

典
が
始
っ
た
。
久
保
宮
司
以
下
八
十
名

の
祭
員
が
参
進
を
し
午
後
七
時
五
分
勅

使
香
川
掌
典
随
員
宮
下
掌
典
補
が
祓
舎

に
入
る
、
修
祓
、
完
っ
て
仮
殿
に
参
進

所
定
の
位
置
に
著
く
、
神
座
に
向
い
た

右
側
上
位
に
勅
使
、
随
員
、
一
卜
位
に
供
奉

員
左
側
に
祭
員
、
助
祭
貝
、
楽
人
、

出
仕
、
白
丁
が
著
床
す
る
。
滅
灯
が
告

げ
ら
れ
凡
て
の
灯
火
が
消
え
出
御
の
儀

が
行
わ
れ
る
、
浄
闇
の
中
に
た
だ
松
明

の
明
り
が
行
く
途
を
照
ら
す
。
鉾
が
時

お
り
光
り
を
反
射
さ
せ
る
。
咳
一
つ
な

く
参
列
者
が
拝
鮠
す
る
中
を
宗
像
三
柱

大
神
は
元
の
御
座
に
御
鎮
り
ま
し
ま
し

た
。
再
び
灯
り
が
点
さ
れ
勅
使
御
祭
文

奏
上
の
う
ち
午
後
九
時
遷
座
の
儀
は
と

ど
こ
お
り
な
く
終
了
し
た
。
遷
座
の
儀

の
感
激
の
覚
め
や
ら
ぬ
翌
十
二
日
午
前

十
時
澄
み
わ
た
る
秋
空
の
も
と
に
奉
幣

り
遷
座
の
儀
、
奉
幣
の
儀
に
つ
い
て
細

部
の
指
導
が
行
わ
れ
た
。

午
後
六
時
遷
座
の
儀
、
祭
員
着
装
を

告
げ
る
太
鼓
が
謹
々
と
鳴
り
わ
た
っ
た

境
内
に
は
既
に
篭
火
が
赤
々
と
燃
え
さ

か
り
今
宵
の
盛
儀
を
拝
せ
ん
も
の
と
参

列
者
が
陸
続
と
本
殿
へ
と
歩
ん
で
行
く

午
後
七
時
太
鼓
が
参
進
の
刻
を
告
げ
る

や
花
火
が
し
じ
ま
を
破
っ
て
響
き
わ
た

十
一
月
十
一
日
、
太
陽
が
の
ぼ
る
に

従
っ
て
空
に
青
み
が
加
わ
っ
て
く
る
。

快
晴
／
内
田
復
興
期
成
会
事
務
局
長

が
「
す
べ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
で
す
」

と
に
っ
こ
り
徹
笑
む
。

午
前
九
時
御
飾
の
儀
、
各
殿
に
御
幌
、

御
簾
が
飾
ら
れ
こ
れ
で
御
遷
座
の
前
段

階
の
凡
て
の
祭
儀
が
終
了
し
た
。

午
後
二
時
勅
使
随
員
宮
下
掌
典
補
よ

り
遷
座
の
儀
、
奉
幣
の
儀
に
つ
い
て
細

正
面
参
道
に
お
い
て
奉
迎
し
た
。
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五
時
、
境
内
御
前
の
浜
に
設
け
ら
れ
た

祓
所
に
お
い
て
川
原
大
祓
が
行
わ
れ
た

祓
所
前
面
に
遷
座
の
儀
に
使
用
す
る
威

儀
神
宝
を
飾
り
右
側
に
真
新
し
い
装
束
此
の
度
、
宗
像
大
社
の
御
遷
宮
の
祭

を
著
け
た
全
奉
仕
員
が
堵
列
し
祓
を
う
典
が
催
さ
れ
る
に
つ
き
ま
し
て
は
、
畏

け

た

。

く

も

皇

室

よ

り

勅

使

を

御

差

遣

下

さ

い

夕
食
後
午
後
七
時
全
員
最
後
の
習
礼
ま
し
て
、
我
々
は
恐
れ
多
い
と
感
激
致

察
典
練
習
を
行
う
。
明
日
の
盛
儀
し
て
居
る
次
第
で
御
座
居
ま
す
。
厚
！

を
想
い
つ
つ
王
疋
通
り
の
時
間
で
終
了
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

し
た
。
》
易
後
各
所
役
に
よ
っ
て
は
深
此
の
宗
像
大
社
は
皆
様
御
承
知
の
通

更
ま
で
祭
儀
に
つ
い
て
の
熱
心
な
練
習
り
国
民
の
祖
神
と
仰
が
れ
、
そ
し
て
皇

が

繰

り

返

さ

れ

た

。

室

の

守

護

神

、

国

土

の

守

護

神

と

し

て
宗

~

秋
季
晴
明
の
好
季
節
に
恵
ま
れ
宗
像

の
宮
居
は
並
に
荘
厳
な
神
苑
を
再
現
し

目
出
度
く
古
式
豊
に
世
紀
の
大
祭
典
を

執
り
行
な
う
事
が
出
来
ま
し
た
。

宗
像
大
社
復
興
期
成
会
が
結
成
さ
れ

て
以
来
、
実
に
三
十
年
の
歳
月
を
要
し
、

こ
｜
に
、
神
殿
を
始
め
、
勅
使
館
、
斎
館

手
水
舎
、
祓
舎
と
共
に
昭
和
建
築
の
粋

を
集
め
た
日
本
最
大
の
祈
願
殿
等
の
大

復
興
工
事
は
昭
和
四
十
四
年
七
月
に
着

工
し
、
二
ケ
年
の
急
ピ
ヅ
チ
で
進
め
ら

れ
、
総
工
費
拾
億
円
を
費
し
た
大
復
興

と
思
哩
各
方
面
の
皆
様
に
御
相
談
し
そ
し
て
ど
う
し
て
も
皇
居
に
お
祀
り
願

て
復
興
期
成
会
と
い
う
も
の
を
作
り
、
っ
て
国
士
御
守
護
を
願
う
の
が
最
後
の

今
日
に
及
ん
で
こ
こ
に
終
っ
た
と
い
う
願
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
皆
様
方
の
ま
だ
な
か
な
か
骨
が
折
れ
る
と
思
う
の

御
協
力
に
よ
る
も
の
と
厚
く
御
礼
申
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
併
行
し
て
残
り

上

げ

ま

す

。

ま

し

た

事

が

沖

ノ

島

の

事

で

あ

り

ま

す

し
か
し
、
こ
れ
は
た
だ
第
一
歩
に
近
が
こ
れ
は
神
代
か
ら
の
神
秘
の
島
で
あ

ず
い
た
と
い
う
事
で
あ
っ
て
、
本
当
の
り
ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
も
の
か
』
易

壬
別
に
ひ
ょ
っ
と
し
た
こ
と
か
ら
そ
の

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
て
、
ぜ
ひ
昔
の

ｊ

Ｆ

ｌ

Ｉ

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
て
、
ぜ
ひ
昔
の

我
々
が
あ
が
め
奉
っ
た
袖
様
で
あ
り
ま

す
し
、
又
袖
社
と
し
て
も
最
高
の
神
社

で
あ
り
、
裏
伊
勢
と
い
わ
れ
て
お
っ
た

格
式
の
高
い
袖
様
で
あ
り
ま
し
た
が
、

い
つ
の
ま
に
か
地
方
の
神
社
に
衰
微
さ

れ
て
お
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ロ

お
姿
に
御
戻
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
、
各
方
面
の
皆
様
に
御
相
談
し

の
儀
は
行
わ
れ
た
。
宮
司
の
祝
詞
奏
上

が
畢
り
畏
き
辺
よ
り
御
幣
物
が
奉
ら
れ

次
い
で
勅
使
御
祭
文
奏
上
、
勅
使
御
退

そ
れ
で
私
は
、
今
か
ら
三
十
四
、
五
考
え
れ
ば
起
る
べ
か
ら
ざ
る
事
が
起

窪
藍
溌
撫
徳
織
謹
鶴
謹

像

大

社

復

興

期

成

会

長

出

光

佐

三

~

事
業
の
姿
は
｝
ミ
に
麗
し
く
完
成
致
し

ま
し
た
。

こ
れ
は
偏
え
に
出
光
会
長
を
中
七
に

復
興
期
成
会
、
又
こ
れ
に
御
協
賛
さ
れ

ま
し
た
多
く
の
方
々
の
熱
心
な
御
協
力

と
、
加
え
て
工
梧
関
係
者
の
誠
実
な
復

興
期
成
会
の
意
図
に
沿
わ
れ
て
工
事
を

進
め
ら
れ
、
此
の
よ
う
な
荘
厳
な
姿
に

相
成
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
遷
座
祭

奉
幣
祭
に
際
し
て
は
畏
く
も
勅
使
を

お
迎
え
し
ま
し
て
、
画
期
的
な
祭
儀
が

滞
り
な
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
鳶
戎
々
が
真
剣
に
冷
静
に
考
え
て

そ
し
て
ど
う
し
て
も
呈
吾
こ
お
把
り
頂

出
の
後
復
興
期
成
会
長
を
始
め
各
界
代

表
が
玉
串
奉
莫
を
行
い
祭
儀
の
全
て
を

こ
こ
に
終
了
し
た
。
こ
の
日
の
喜
び
を

姿
は
国
民
切
皇
室
、
皇
居
に
お
祀
り
に

な
っ
て
、
そ
し
て
国
土
の
守
護
神
と
し

て
御
復
帰
さ
れ
る
の
が
本
当
の
姿
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
そ
の
事
に
我
々
は
今
後

逼
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。

伸
武
天
皇
が
御
即
位
に
な
っ
て
歴
代
の

白
壹
恒
に
は
ず
っ
と
守
護
神
と
し
て
お
祀

り
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
ど
う
い

う
ま
ち
が
い
か
、
明
治
の
初
年
か
ら
東

京
の
呈
居
に
は
守
護
神
が
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
で
国
土
に
も
守
護
神
が

な
い
と
い
う
事
が
云
え
る
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。
守
護
神
の
な
い
国
土
に
九

十
数
年
の
間
に
何
事
が
お
一
ろ
た
か
と

示

像

大

社

宮

司

久

保

輝

雄

本
大
祭
に
は
復
興
事
業
に
御
協
賛
凧

い
た
全
国
各
地
の
崇
敬
者
並
び
に
郡
内

氏
子
各
位
多
数
を
も
御
参
列
い
た
だ
き

深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
共
に

厚
く
御
礼
叩
し
上
げ
ま
す
。

今
後
共
氷
像
大
社
に
親
し
く
御
参
拝
蛾

き
ま
し
て
一
層
の
御
支
援
と
御
鞭
健
を

賜
り
ま
す
よ
う
御
願
い
巾
し
上
げ
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が

と
う
御
座
隅
ま
し
た
。

胸
に
抱
い
て
直
会
場
に
向
う
人
々
の
上

に
陽
光
が
き
ら
め
い
て
い
た
。

数
十
年
の
間
に
数
万
点
に
の
ぼ
る
神
宝

が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
が
日
本
内
地
の
み
で
な
く
世
界

の
豊
国
か
ら
こ
の
事
に
文
化
人
の
問
に

こ
れ
は
世
界
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
外

に
例
が
な
い
、
尊
い
も
の
で
あ
る
か
ら

ぜ
ひ
そ
の
神
宝
を
見
せ
て
く
れ
と
い
う

要
望
が
あ
り
五
年
前
に
東
京
で
お
み
せ

致
し
た
事
が
あ
り
ま
す
。
↑
」
れ
は
世
界

的
な
御
神
宝
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
も
増
し
て
、
最
近
神
代
か
ら
の

神
様
の
お
姿
が
御
出
現
に
な
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
沖
ノ
島
に
於
て
。

こ
れ
を
我
々
は
ど
う
い
う
風
に
解
釈
し

て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
大
き

な
問
題
が
残
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

皇
室
の
守
護
神
と
し
て
お
祀
り
願
う

事
と
、
そ
れ
と
併
行
し
て
世
界
的
に
な

っ
た
沖
ノ
島
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
よ

う
な
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
皆
様
に
今
日
ま
で
御
支
遥
願
っ
て

一
ミ
ま
で
発
展
し
て
参
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
か
ら
今
後
共
一
層
の
御
支
援
を
お

願
い
致
し
ま
し
て
私
の
御
挨
拶
と
致
し

ま
す
。

LL.,.．
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可弓 像 昭和46年12月1 日水曜日
切
ら
れ
ま
し
た
。
即
ち
、

御
本
殿
の
解
体
修
復
工
事

祈
願
殿
、
駐
車
場
の
建
設

勅
使
館
斎
館
祓
舎
、
手
水
舎
の
新
設

境
域
の
植
栽
、
心
字
池
の
復
元

等
の
工
事
で
御
座
居
ま
す
。

先
ず
重
要
文
化
財
で
あ
り
ま
す
御
本

殿
の
修
復
工
事
は
、
昭
和
四
十
四
年
七

月
よ
り
、
本
年
六
月
迄
二
年
間
、
文
化

庁
の
御
指
導
の
下
に
そ
の
修
復
工
事
が

進
め
ら
れ
、
見
事
な
出
来
ば
え
で
完
成

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
御
本
殿
は
桃
山

時
代
の
代
表
的
建
造
物
と
し
て
こ
け
ら

葺
、
五
間
社
流
れ
造
り
の
壮
麗
な
佇
い

が
、
四
百
年
の
昔
、
天
正
時
代
に
遡

り
今
こ
、
に
修
復
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
、
易
修
復
に
あ
た
っ
て
は
、
創
建

当
時
の
様
式
を
す
べ
て
踏
襲
し
、
古
材

も
使
用
可
能
な
も
の
は
、
そ
の
ま
ゞ
使

用
し
、
損
傷
部
分
だ
け
を
取
替
え
て
補

~

修
す
る
な
ど
出
来
る
限
り
正
確
な
復
元

の
た
め
に
高
度
の
技
術
と
非
常
な
努
力

が
払
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
九
州
唯
一
の
神
社
と
し
て
の
史

跡
の
指
定
を
受
け
境
内
神
域
の
保
護
、

環
境
整
備
が
大
き
な
課
題
と
な
り
ま

し
た
。こ

の
観
点
か
ら
神
社
正
面
に
祈
願
殿

と
大
駐
車
場
を
新
設
、
参
拝
車
輌
進
入

は
一
切
禁
止
す
る
方
針
が
立
て
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
為
そ
の
建
設
用
地
約
六
千
坪
耳

を
買
収
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
予

定
地
内
に
は
九
戸
の
民
家
と
約
一
町
五

反
に
及
ぶ
水
田
が
あ
り
困
難
か
と
も
思

わ
れ
ま
し
た
が
、
御
復
興
事
業
に
対
す

る
所
有
者
の
方
々
及
び
地
元
関
係
者
の

御
協
賛
と
熱
意
と
に
よ
り
全
面
的
に
買

収
を
完
了
致
し
ま
し
た
。
昭
和
四
十
五

年
三
月
六
日
、
此
の
用
地
に
於
て
新
祈

願
殿
並
び
に
そ
の
他
の
工
事
の
地
鎮
祭

起
工
式
を
斎
行

こ
、
に
昭
和
大
御
造
営
事
業
の
開
始
が

設

計

伊

藤

建

築

設

計

事

務

所

建
造
物
施
工
鹿
島
建
設
株
式
会
社

植
栽
造
園
工
事

内

山

緑

地

建

設

株

式

会

社

の
手
に
よ
り
、
槌
音
高
く
始
め
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
爾
来
工
事
僅
か
九
ケ
月

に
し
て
、
正
面
巾
六
十
六
ｍ
高
さ
十
六

ｍ
建
坪
六
百
坪
、
二
十
世
紀
の
社
寺
建

築
の
粋
を
集
め
た
大
祈
願
殿
が
完
成
致

し
ま
し
た
。

尚
前
面
四
千
坪
の
駐
車
場
完
成
と

共
に
漸
く
境
内
地
と
の
分
離
が
出
来

本
殿
拝
殿
は
月
次
祭
を
始
め
春
秋
の
大

祭
な
ど
の
、
公
式
の
祭
儀
の
み
に
使
用

し
、
交
通
安
全
を
始
め
、
一
般
参
拝
者

の
諸
祈
願
は
、
新
築
の
祈
願
殿
で
行

わ
れ
る
こ
と
、
な
り
ま
し
た
。

次
は
之
と
併
行
し
て
永
年
の
懸
案
で

難あ
工る

事給
に排
も水
か設
、 備
わの

ら工

ず事
順が
調 、
な非

霞営

を
見
ま
し
た
。

新
斎
館
後
方
に
望
見
さ
れ
る
、
給
水

塔
は
、
高
さ
二
十
七
ｍ
一
日
約
一
五
○

ｔ
の
水
を
、
落
差
利
用
に
よ
り
境
内
各

所
に
送
っ
て
居
り
、
又
新
設
し
た
防
災

蕊

譲

驚

施
設
は
三
百
ｔ
の
水
を
貯
水
し
御
本

殿
を
初
め
全
境
内
に
設
壷
さ
れ
た
、
消

火
栓
を
直
結
し
て
、
火
災
発
見
の
場
合

⑫

⑬

宙
琴

は
、
直
ち
に
、
一
斉
放
水
が
可
能
と
な

り
ま
し
た
。
亦
水
位
よ
り
低
く
な
っ
た

境
内
樹
木
の
成
長
阻
害
を
防
ぐ
た
め
、

縦
横
に
走
ら
せ
た
排
水
設
備
、
特
に

三
百
ｍ
に
及
ぶ
七
十
師
ヒ
ュ
ー
ム
管

埋
設
に
よ
り
永
年
の
懸
案
も
解
決
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

＃

…

…琴…‘

⑮皇認 ⑭

県
民
、
待
望
久
し
か
っ
た
宗
像
大
社

の
御
造
営
が
こ
こ
に
目
出
度
く
御
立
派

に
完
成
を
致
し
ま
し
た
事
に
対
し
、
四

百
万
県
民
と
共
に
心
か
ら
お
祝
を
申
し

上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

復
興
期
成
会
の
会
長
で
お
ら
れ
ま
す

出
光
佐
三
氏
が
戦
後
の
物
質
偏
重
の
傾

向
に
対
し
て
そ
の
も
っ
て
お
ら
れ
る
処

の
神
様
に
対
す
る
尊
い
お
気
持
が
一
易

唾
球
鑑
鰯
溌
罪
鋤
蕊
懇
唯
一

即
ち
、
勅
使
館
斎
館
そ
の
他
の
建

物
で
ご
ざ
い
ま
す
。

勅
使
館
の
説
明
に
就
て
は
、
昨
年
三

月
六
日
起
工
式
に
於
て

「
勅
使
御
参
向
の
際
に
、
勅
使
が
御
使

用
さ
れ
る
建
物
で
あ
り
、
此
の
事
業
が
完

成
の
暁
に
は
長
年
の
念
願
で
あ
る
と
こ

ろ
の
、
勅
使
の
御
参
向
を
御
願
い
す
る

予
定
に
致
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
」

今
日
あ
る
を
期
し
て
一
坪
一
坪
に
精

魂
を
こ
め
て
御
造
り
致
し
た
建
物
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
勅
使
館
と
相
対
し
て
、
互
に
玄

関
を
一
直
線
の
石
蛭
で
結
ぶ
建
物
が
斎

館
で
、
建
坪
一
言
五
十
坪
、
祭
祀
奉
仕
に

当
り
神
職
及
び
奉
仕
者
が
、
あ
ら
か
じ
め

参
篭
、
潔
斎
を
行
う
館
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
。次

に
表
参
道
石
姓
を
は
さ
ん
で
、
神

門
に
向
っ
て
右
側
に
祓
舎
、
左
側
に
手

水
舎
が
完
成
し
て
お
り
、
い
づ
れ
も
間

口
五
間
奥
行
三
間
、
総
桧
造
り
、
銅
板

遷
宮
大
祭
に
思
う

福

岡

県

知

事

亀

和

事

亀

司
雲
言
家
、
く
く
愚
厘
囑
″
、
…
を
く
ぎ
●
毒
Ｉ
薑
、
…
罰
，
，
、
｜
員
↓
~
，
寒
く
豊
票
、
く
く
言
；
、
篁
胃
く
ぐ
薑
ヨ
ー

、
く
く
愚
言
嘱
Ｉ
員
電
く
く
言
そ
く
く
言
う
、
く
風
…
く
一
員
ぅ
、
く
雪
園
＄
、
く
患
雲
、
く
ゞ

《

念

中

野

節

子

嶋

一
ご

記
品
松
明
の
火
の
こ
舞
ひ
た
つ
浄
暗
に
思
ひ
極
ま
り
て
遷
御
お
る
が
む
順

一

祭

群

》》

■

大

入

鷲

津

カ

ヅ

ョ

感

染

霊

霊

灘

蝿
認
識
大
御
神
今
し
鎮
も
り
た
ま
ひ
た
る
も
と
つ
宮
居
に
か
が
り
火
の
映
ゅ

松

尾

豊

井

光

宗
像
大
社
の
御
造
営
と
い
う
形
に
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

先
き
ほ
ど
来
お
話
し
の
様
に
宗
像
大

社
は
皇
室
の
守
護
神
で
あ
り
、
我
々
の

住
ん
で
お
る
国
土
の
守
り
神
で
あ
り
ま

す
。
私
は
こ
の
御
造
営
を
機
に
致
し
ま

し
て
宗
像
大
社
が
、
単
に
日
本
の
国
土

の
守
り
だ
け
で
な
く
世
界
の
平
和
の
大

き
な
礎
と
な
り
、
人
類
の
福
祉
の
向
上

最
後
に
境
内
整
備
に
伴
な
う
植

栽
、
心
字
池
の
復
元
工
事
で
あ
り
ま

す
が
、
宗
像
大
社
の
境
内
は
歴
史
的
に

最
古
の
由
緒
あ
る
聖
域
で
、
そ
れ
故
に

史
跡
の
指
定
を
受
け
た
九
州
唯
一
の

使
用
上
景
観
上
か
ら
内
外
部
を
改
築
し

本
殿
、
拝
殿
の
偉
観
に
沿
う
様
、
施
行

又
御
垣
内
に
あ
る
、
宿
衛
舎
（
旧
斎

館
）
神
饒
所
、
授
与
所
等
も
老
朽
化
し

し
だ
し
て
居
り
ま
す
。

し
ま
し
た
。

f 一

●

望錘

~ ~ ~ 心

⑯

え
な
い
次
汁
で
御
座
居
ま
す
。
今
後
ま

菊
花
香
る
今
月
の
佳
き
日
に
、
宗
像

大
社
は
此
の
度
、
新
装
う
る
わ
し
く
御

整
い
な
さ
れ
ま
し
て
そ
の
正
遷
宮
の
御

盛
儀
を
滞
り
な
く
、
か
つ
ま
た
御
参
列

の
こ
の
様
な
沢
山
の
皆
様
の
も
と
に
厳

雁
な
さ
れ
ま
し
た
事
は
謎
に
感
激
に
堪

届
一
一
睡
一
銅
戸
屋
咋
》
』
雫
里
恒
与
逵
一
一
一
一
一
一
一
一
一
》
一
》
》
恥
部
尋
函
一
》
一
一
一
に
挨
拶
す
る
出
光
復
興

のめの

鮭鍾
神
社
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
森
厳
な
往
古

の
た
、
ず
ま
い
を
保
存
す
べ
く
、
心
字

池
の
復
元
、
な
ら
び
に
樹
林
植
栽
の
工

事
を
行
な
い
長
年
に
互
る
内
山
緑
地
建

設
株
式
会
社
の
研
鍛
の
結
果
を
集
結
さ

れ
、
厳
か
な
る
神
域
の
た
、
ず
ま
い
費

復
元
す
る
よ
う
施
工
致
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
植
栽
よ
り
日
な
ら
ず
、
ま

だ
森
厳
な
往
古
の
た
、
ず
ま
い
に
は
至

り
ま
せ
ん
が
、
こ
、
数
年
の
中
に
は
、

心
字
池
周
辺
の
樹
林
繁
茂
と
共
に
、
御

を
祈
願
し
、
皆
様
と
共
に
莚
に
そ
の
御
⑯
献
茶
祭
模
槻
．

盛
儀
を
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
こ

⑰

奉

納

舞

地

唄

「

倭

文

」

と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

⑬

外

人

も

多

数

参

提

す
ま
す
宗
像
大
社
の
御
神
徳
を
全
国
あ

ま
ね
く
か
が
ふ
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
し
⑭
表
千
家
家
元
献
茶
祭
に
参
進

て
宗
像
大
社
の
御
事
業
も
今
後
い
よ
い

よ
、
ま
す
ノ
、
御
遜
大
に
な
れ
ま
す
亭
⑮
｛
侭
曄
眸
上
流
家
元
拝
殿
へ
参
進
軍

本
殿
建
立
当
時
四
百
年
昔
の
姿
に
至

る
こ
と
蓮
思
い
ま
す
。

以
上
の
如
く
営
々
と
し
て
ま
る
ま
る

二
十
九
年
間
の
歳
月
を
崇
敬
者
の
方
々

の
赤
き
真
心
此
処
に
結
実
し
、
宗
像
大

社
創
建
の
由
緒
に
基
づ
く
、
祭
祀
の
復

興
と
御
神
徳
官
瘍
の
大
復
興
事
業
も
、

こ
の
た
び
の
御
造
営
を
も
っ
て
、
悼
尾

を
飾
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

::特
るに

大工

農産
のか

工に

事一

議
しに
たし

事て
， ＃

1
ヶ

亀
心
事

と
、
十
億
に
及
ぶ
浄
財
が
一
易
短
期
間

に
御
奉
賛
載
け
ま
し
た
事
は
、
神
社
造

営
史
上
稀
有
の
事
と
聞
き
及
ん
で
お
り

ま
す
。之

は
偏
に
御
参
集
の
皆
様
と
、
十
数

万
に
及
ぶ
人
々
の
崇
敬
の
念
と
、
工
事

に
携
わ
ら
れ
た
業
者
の
方
々
の
献
身

的
な
御
協
力
御
尽
力
の
鵬
で
あ
っ
た
こ

と
を
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
し
て

私
の
御
報
告
を
終
り
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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昭
和
十
七
年

十
月
二
十
五
日

昭
和
十
八
年

四

月

二

日

四
月
二
十
一
日

昭
和
十
九
年

一
月
二
十
日

昭
和
二
十
年

十
一
月
二
十
三
日

昭
和
二
十
二
年

五
月
十
二
日
．

昭
和
二
十
四
年

十
一
月
十
一
日

昭
和
二
十
五
年

三
月
二
十
六
日

昭
和
二
十
五
年

五

月

一

日

十
一
月
七
日

十
一
月
十
七
日

十
一
月
二
十
二
日

三
月
二
十
二
日

八
月
一
日

四
月
二
十
八
日

十
二
月
二
十
三
日

七
月
六
日

五
月
三
十
日

九
月
八
日

九
月
十
日

復
興
期
成
会
の
あ
ゆ
み
Ｈ

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
組
織
を
郡
十
一
月
五
日
辺
婁
呂
境
内
に
新
設
の
相
撲
場
手

内

町

村

長

会

議

に

可

決

す

。

水

舎

の

竣

工

奉

告

祭

を

執

行

す

。

寅

族

院

議

員

出

光

佐

三

、

当

社

榎

》

易

日

土

俵

開

き

に

日

本

相

撲

協

輿

の

件

に

つ

き

神

祇

院

副

総

裁

飯

会

横

綱

照

國

土

俵

入

り

を

奉

納

す

。

沼

一

省

に

講

顧

す

。

昭

和

二

十

六

年

神
祗
院
副
総
裁
飯
沼
一
省
、
辺
津
一
月
六
日
田
島
村
長
展
地
委
員
高
宮
用
地

宮

に

参

拝

す

。

所

有

者

と

の

三

者

会

談

を

辺

津

宮

宗

像

神

社

復

興

期

成

会

結

成

に

お

い

て

行

な

う

。

出

光

佐

三

、

同

会

会

長

に

就

任

三

月

六

日

辺

津

宮

隣

接

地

下

保

連

一

、

○

四

三

番

地

、

山

林

三

七

五

坪

を

占

部

当

社

復

興

期

嘩

会

委

員

会

を

開

催

要

市

よ

り

買

上

げ

神

社

財

産

と

し

す

。

（

以

後

度

々

行

な

う

）

て

登

記

す

。

土
地
買
収
委
員
会
を
開
悩
す
。
三
月
十
二
日
高
宮
祭
場
用
地
上
殿
二
、
二
八
八

番

地

用

地

一

二

九

坪

を

買

上

げ

神

下

高

宮

民

有

地

の

土

地

参

百

坪

を

杜

財

産

と

し

て

登

記

す

。

買

収

し

神

苑

と

す

。

昭

和

二

十

六

年

当
社
編
纂
委
員
長
、
小
島
鉦
作
他
六
月
七
日
高
宮
祭
場
用
池
上
殿
二
、
二
五
○

史

料

を

調

査

す

。

番

地

山

林

三

六

坪

を

吉

田

庫

平

よ

り

買

上

げ

神

社

財

産

と

し

て

登

記

宗

像

神

社

復

興

期

成

会

事

業

の

一

す

。

時

休

止

を

決

定

す

。

六

月

十

二

日

高

宮

用

地

登

記

履

打

裁

判

を

東

郷

簡

易

裁

判

所

に

申

論

中

の

と

こ

ろ

復

興

期

成

会

委

員

会

を

辺

津

宮

祇

登

記

完

了

に

つ

き

裁

判

取

下

書

を

務

所

に

お

い

て

開

催

す

。

提

出

す

。

社
史
資
料
調
査
の
た
め
宮
地
直
一
六
月
二
十
五
日
辺
津
宮
本
殿
修
理
調
査
の
た
め

他

来

社

、

調

査

講

演

。

文

化

財

保

護

委

員

会

建

造

物

課

技

官

森

政

三

、

辺

津

宮

に

来

社

す

。

國
宝
辺
逹
呂
神
殿
修
理
調
査
の
た
七
月
十
日
当
社
所
有
地
川
端
九
九
○
番
地
の

め

文

部

技

官

竹

井

春

雄

来

社

す

。

二

、

山

林

九

歩

を

鎖

國

寺

に

無

償

高

宮

土

地

委

員

会

を

辺

津

宮

に

お

譲

渡

す

。

い
て
開
催
し
高
宮
参
道
問
題
に
つ
昭
和
二
十
七
年

い

て

協

議

す

．

二

月

十

日

重

要

文

化

財

辺

津

宮

本

殿

修

理

工

事

叢

工

届

を

文

化

財

保

護

委

員

会

協

議

会

を

中

津

宮

に

お

い

て

開

催

に

提

出

す

。

し
沖
ノ
島
全
島
は
従
来
ど
お
り
神
二
月
十
二
日
辺
津
宮
本
殿
破
損
状
況
視
察
の
た

社

の

所

有

と

し

燈

台

用

地

は

神

社

め

文

化

財

保

護

委

員

会

事

務

局

、

よ

り

永

久

貸

与

と

す

べ

く

、

大

蔵

佐

野

文

一

郎

、

辺

津

宮

に

来

社

す

。

省
に
申
請
す
る
こ
と
を
可
決
す
。
二
月
一
干
五
日
重
要
文
化
財
辺
津
宮
本
殿
保
存
修

高

宮

参

道

予

定

地

測

量

の

た

め

宗

理

通

知

を

文

化

財

保

護

委

員

会

ょ

像

土

木

事

務

所

、

古

賀

秀

雄

辺

津

り

接

受

す

。

宮

に

来

社

す

。

三

月

三

日

辺

津

宮

本

殿

修

理

監

督

の

た

め

係

員

一

名

来

社

駐

在

す

。

高
宮
新
設
参
道
の
地
鍾
祭
を
執
行
一
二
月
七
円
辺
津
宮
本
殿
修
理
起
工
式
を
執
行

す

。

す

。

文
化
財
保
護
法
発
布
さ
れ
沖
ノ

島
原
始
林
を
天
妖
記
念
物
に
指
定
四
月
七
日
辺
津
宮
本
殿
屋
根
葺
替
の
た
め
假

し

大

島

村

を

同

管

理

囲

鰹

と

す

。

遷

座

祭

を

執

行

す

。

御

璽

代

を

拝

沖

津

宮

、

中

津

宮

、

辺

津

宮

境

内

殿

に

奉

遷

し

即

日

着

工

す

。

地
及
び
沖
津
宮
遥
拝
所
用
地
の
園
四
月
十
四
日
重
要
文
化
財
辺
津
宮
本
殿
維
持
俸

有

財

産

を

無

償

譲

渡

の

申

請

許

可

理

工

事

設

計

変

更

許

可

願

、

同

工

せ

ら

る

。

事

修

理

費

下

附

願

を

文

化

財

保

護

田

島

村

婦

人

会

に

よ

る

高

宮

整

地

委

員

会

宛

提

出

す

。

奉
仕
作
業
始
ま
る
。

以

下

一

月

号

に

続

く

辺
津
宮
相
撲
場
工
事
を
開
始
し
二

十
八
日
完
了
す
。




